
　

国
民
健
康
保
険
鷹
巣
診
療
所
で
は
３
月
９

日
、
最
新
鋭
の
64
列
マ
ル
チ
ス
ラ
イ
ス
Ｃ
Ｔ

装
置
を
導
入
し
ま
し
た
。

　

稼
働
か
ら
約
10
年
経
過
し
て
い
た
従
来
の

ヘ
リ
カ
ル
Ｃ
Ｔ
装
置
よ
り
も
高
精
細
に
、
よ

り
短
時
間
に
、
よ
り
広
範
囲
の
撮
影
が
行
え

る
た
め
、
患
者
さ
ん
の
負
担
を
大
幅
に
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

マ
ル
チ
ス
ラ
イ
ス
Ｃ
Ｔ
と
は
、
多
列
の
検

出
器
を
要
し
、
こ
れ
ま
で
１
回
転
１
枚
撮
影

だ
っ
た
も
の
が
、
1
回
転
あ
た
り
最
大
64
枚

撮
影
し
、
微
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
横
断
層
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
画
像

を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
３
Ｄ
画
像
を
表
示
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
骨
折
部
位
や
血
管
系
病

変
な
ど
の
情
報
を
３
Ｄ
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
肺
検
査
で
は
約
30
秒
の
息
止
め

を
３
～
５
秒
程
度
に
短
縮
し
て
検
査
を
完
了

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
患
者
さ
ん

の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　修了前の児童を養育している人）は、そのまま

　子ども手当の支給対象になりますので、特に申

　請する必要はありません。

②平成 22 年 4 月 1 日現在で中学校 2 年生、3 年

　生になる子ども（平成 7 年 4 月 2 日生まれ～

　平成 9 年 4 月 1 日生まれ）を養育されている

　人は、新たに申請が必要です。対象になると思

　われる人には、4 月下旬ごろ、役場町民福祉課

　から申請のご案内を送付する予定です。※経

　過措置により平成 22 年 9 月 30 日までに申請

　があった場合は、4 月分から支給されます。申

　請は町民福祉課・総合管理課で受け付けます。

その他

　公務員は、勤務先からの支給となりますので、

勤務先へお問い合わせください。

◎問い合わせ先
　役場町民福祉課

　☎（86）1111　内線 1112

　現在支給されている児童手当が充実され、4 月

から「子ども手当」が支給されます。

　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健や

かな育ちを支援するために、中学校までの子ども

を養育されている人に、月額１万３０００円を支

給するものです。

支給の対象

　中学生まで（15 歳の誕生日以降の最初の３月

31 日まで）の子どもを養育されている人。

　※所得制限はありません。

支給金額

　対象となる子ども１人につき、月額１万３００

０円（支給月は 2 月、6 月、10 月で、それぞれ

前月分までの手当が支給されます）。

支給の申請

①平成 22 年 3 月 31 日現在、長島町に住所があ

　る人で、児童手当を受給されている人（小学校

中学 2・3 年生は申請が必要です
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